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石綿による疾病の業務上外の認定のための調査実施要領について

石綿による疾病については、平成17年12月16日付け基労補発第1216001号「石

綿による疾病の業務起因性判断のための調査実施要領の改正についてj において

調査実施要領を示しているところであるが、平成18年 2月9日付け基発第0209001

号により石綿による疾病の認定基準が改正されたことから、今般、 53IJ添のとおり

調査実施要領を改めたので、今後、石綿による疾病に係る労災請求事案について

は、本調査実施要領に基づき、的確な調査の実施に努められたい。

なお、本通達の施行をもって、基労補発第1216001号は廃止する。



石綿による疾病の業務上外の認定のための言明査実施要領

本調査実施要領は、石綿による疾病のうち、肺がん、中皮腫、良佳石綿胸水及び

びまん性胸膜肥厚に係る労災請求事案について、別添の調査票を使用するととによ e

り、業務上外の認定を迅速・適正に行うことを目的として作成したものである。

調査票は、 rI基本情報J、rrr医学的情報j、rm作業歴情報j、rrv診断(意

見書)J、rv石綿ばく露歴聴取票」から構成されており、このうち、 rn医学的

情報J、rrv診断(意見書)J t::ついては、各疾病ごとに別様式としている。また、

調査票は、その記入欄を最小限とし、必須項目には調査すべき資料を示すととちに、

調査した事項をチェックする方式としているが、その記入に当たっては、確認でき

る範囲で足りるものとする。

なお、石綿による疾病の認定基準には、上記の4疾病のほか、石綿肺(石綿肺合

併症を含む。)が掲げられているが、当該疾病については、本調査実施要領による

ことなく、 cん肺法の定めるところにより従前の方法によって処理するものである。

調査票ごとの留意事項は、以下のとおりである。

1 r.I 基本情報」について

労働保険番号、事業の名称等の事業場情報については、石綿ばく露作業に係る

保険関係上の最終事業場の情報を記入すること。

2 . rn 医学的情報Jについて

(1) 医証等の保存年限

石綿による疾病であることを判断する際に収集する主な医学的資料とそれぞ

れの保存年限は、次のどおりである句リ添『石綿関連疾患の関係書類に係る保

存年限j 参照。)。

① 死亡診断書(死亡時に遺族に交付。死亡届に添付の死亡診断書は所轄法務

局で27年間保存。) (戸籍法施行規則第49条)

② 診療録5年(医師法第24条)

③ 肺機能等の検査記録3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)

④ 病理解剖記録、病理組織検査記録3年(同上)

⑤ エツ'クス線、 CT等の検査記録3年(同上)

⑥ じん肺管理区分決定関係綴30年(労働局保存)

⑦ 健康管理手帳交付簿・健康管理手帳台帳30年(労働局保存)

医療機関等に保存される資料の法的保存義務は上記のとおりであるが、診療

録等については、 10年程度保存している医療機関(大学病院等研究機関におい
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てはそれ以上の期間)も多く、また、病包組織検査記録については、日本病理

学会で永年保存とする旨の独自の指針を定めているので、医学的資料の収集に

当たって留意すること。

(2) 各疾病について、診断名及びその診断根拠を明らかにするとともに、業務起

因性の判断のために必要となる医学的事項を確認するため、 W-l~4 に主治

医等に対する照会事項を記載した「診断(意見)書」の様式を示したので、主

治医等に対して照会する際には当該様式を依頼文に添付すること。

(3) 疾病別の留意事項

ア肺 がん

(7) 肺がんについては、主治医等の意見書により、原発性肺がんであるか否

かについて確認を行うこと。

(イ) 石綿ぱく露に関する医学的情報に係る資料としては、石綿肺文は胸膜プ

ラークの所見を示す胸部エックス線写真、 CT画像、胸腔鏡検査結果、手

術記録、事j検記録がある。石綿小体又は石綿繊維は、石綿肺所見及び胸膜

プラークのいずれもが認められない場合において、石綿ばく露を推定し得

る重要な指標であるが、身体への侵襲的方法によってしか得られない情報

であるので、気管支肺胞洗浄液検査、手術(摘出術)、剖検が実施されて

いる場合に、石綿小体又は石綿繊維の計測が行われていたか否かを確認し、

それが行われていた場合にその記録を求めるものであること。

したがって、石綿にぼく露したことを示す医学的所見を確認するための

調査においては、一般的には、①「第 1型以上の石綿肺I、②「胸膜プラ

ーク」、③「石綿小体・石綿繊維」の順に、その有無を確認するものであ

り、①が確認できる場合は②及び③の調査を、②が確認できる場合は③の

調査を、それぞれ行う必要はないとと。

(ウ) 石綿肺及び胸膜プラークの存在が確認できず、石綿小体又は石綿繊維の

計測も行われていない場合であって、手術(摘出術)又は剖検により肺組

織のパラフインプロックが保存されているときは、当該パラフィンプロッ

ク中の石綿小体又は石綿繊維の有無及びその数について確認すること。

なお、石綿小体については、中央労働災害防止協会のほか、労災病院に

設置されたアスベスト疾患センタ}のうち 7か所のプロックセンターで計

測が可能であるが、石綿繊維については、計測が実施可能な機関が限られ

ていることから、計m.!Jの必要性が生じた場合には、本省に照会すること。

イ中 皮鐙

(7) 中皮腫につ川ては、病理組織学的検査に基づく確定診断(がんの組織型

の確定及び他疾患との鑑別等)が行われていることが原別であるので、病

理組織検査記録及び他疾患との鑑別根拠に係る医証を求めること。
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病理組織学的検査が行われていない場合には、胸部エックスー線写真、 C

T画像のほか、①臨床所見九②臨床経過、③臨床検査結果(体腔液診断、

細胞診、ヒアノレロン酸値、血清CRP値等)、④他疾患との鑑別根拠等の

医証を求めること。

(イ) 石綿ばく露作業歴が 1年未満である胸膜、腹膜、心膜若しくは精巣鞘膜

の中皮腫又は胸膜、腹膜、心膜及び精巣鞘膜以外の部位の中皮腫について

は、病理組織学的検査結果、上記①~@等の医証を添えて、本省に協議す

ること。

ウ良性石綿胸7.1<.

胸水は石綿以外にも様々な原因で発症するため、良性石綿胸水の診断には、

除外診断により石綿以外の原因が否定されていることが必要であるが、その

確定診断は困難なことが多く、また、報告例も少ないとと、個々の障害の程

、度も様々であることから、石綿ばく露作業の内容及び従事歴に係る調査結果

に加え、胸部エックス線写真、 CT画像のほか、①臨床所見、②臨床経過、

③臨床検査結果、@他疾患との鑑別根拠等の医証を添えて、本省に協議する

こと。

エぴまん性胸膜肥厚

(7) びまん性胸膜肥厚は石綿以外にも様々な原因や原因不明で発症する疾患

であり、石綿以外の原因が否定されていることが必要であることから、胸

部エックス線写真、 CT画像のほか、①臨床所見、②臨床経過、③臨床検

査結呆、@他疾患との鑑別根拠等の医証を求めること。

(イ) 石綿肺、胸膜プラーク、石綿小体・石綿繊維の有無が石綿との関連性を

推定する上で参考となることから、これらの有無について確認すること。

(ウ) 肥厚の厚さ、広がり iについては、直近の胸部エックス線写真により、そ

の程度を確認すること。

(エ) 呼吸機能障害は、スパイロメトリー検査及びフiローボリュ}ム曲線検査

については、最低3回以上実施した検査の最良の検査結果により、動脈血

ガス測定検査については、直近の検査結果により、その程度を確認するこ

と。

3 r皿作業歴情報j について

(I) 事業場名の欄には、、被災労働者の過去の職歴について、作業現場ではなく、

原則として被災労働者が雇用されていた企業ごとに通算して記載すること。

(2) 石綿ぱく露作業に関する調査は次によること。

ア 被災労働者の雇用の事実に係る確認

請求書に事業主証明が行われていない場合には、請求人が申し立てる石綿
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ばく露作業に係る事業場に被災労働者が雇用されていた事実について、事業

主や同僚労働者の証言のほか、社会保険等の被保険者記録により確認する之

と。

イ 石綿ばく露作業の有無及び従事期間に係る確認

(7) 事業場が廃止されている場合

事業場廃止から相当期聞が経過していることなどから、事業主や同僚労

働者の証言等により被災労働者の石綿ぼく露状況を確認することが困難な

場合は、平成17年 7月27日付け基労補発第0727001号「石綿による疾病に

係る事務処理の迅速化等についてJ(以下「迅速化通達」という。)の記

の1の(3)に基づき、請求人の申し立てる作業内容と社会保険の被保険者

記録等の照合を行うととにより、石綿ばく露作業の有無及び石綿ばく露作

業従事期間について判断するとと。

なお、当該事業場で石綿ばく露作業が行われていた事実を推定するため

の情報としては、上記社会保険の被保険者記録のほか、事業場の事業内容

が記載された登記簿(当該事業場の登記閉鎖後 20年間管轄法務局におい

て保存されている。)があるので、留意すること。

(イ) 事業場が現存している場合

a 被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が認めている

場合

当該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定した上

で、請求人の申立、事業主や同僚労働者の証言等に基づき、石綿ばく露

作業従事期間について判断すること。、被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が否定してい

る場合や、従事した事実が確認できないため不明としている場合

当該事業場の事業内容や同僚労働者の証言と、請求人の申し立てる被

災労働者の作業内容を照合し、石綿ばく露作業が推定できるときは、当

該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定した上で、請

求人の申立てや同僚労働者の証言、社会保険の被保険者記録等に基づき、

石綿ばく露作業従事期間について判断すること。

(ウ) 被災労働者が複数の事業場で石綿ばく露作業に従事している場合

請求人が申し立てる石綿ばく露に係る事業場のうち最終のものからさか

のぼって、上記(7)文は(イ)の調査を行うこと。

なお、上記により把握を行った石綿ばく露作業従事期聞が認定基準に定

めた従事期間を満たす場合には、さらに過去の事業場にさかのぼって、石

綿ばく露作業に係る詳細な調査を行う必要はないこと。

(3) 上記(2)のぼく露作業に係る調査に当たっては、 rv石綿ばく露歴聴取票」
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を活用しつつ聴取調査等を行うととにより、被災労働者の石綿ぼく露歴の具体

的内容について、可能な限り詳細に把握すること。

(4) 上記(2)のイの(7)をはじめ、迅速化通達の記の 1の(3)に基づき石綿ばく露

作業の有無等について判断した場合には、調査票の備考欄にその旨を記載する

こと。

(5) 調査の過程において、同僚労働者等に石綿による疾病を発症し労災認定を受

けた者がいることを把握した場合には、該当欄にその旨を記載すること。

(6) 被災労働者の石綿ぱく露状況の把握に当たっては、石綿を取り扱う事業場の

近隣に居住した事実など、環境ぱく露の可能性についても留意するとと。

(7) 認定基準でいうところの石綿ばく露作業に係る従事期聞は、継続的に石綿ば

く露作業に従事することを想定しており、'臨時的に石綿ばく露作業に従事して

いた場合や、作業環境測定結果からみて、ばく露濃度が良好に抑制されていた

場合など、単に従事期間の長短だけで判断すべきでないと認められる特別な事

情があるときは、その旨記載するとともに、石綿ばく露作業の評価について本

省に照会すること。

4 取りまとめ

医学的情報及び作業歴情報に係る調査結果、 Wの診断(意見)書並びに労災医

員、じん肺診査医等の専門医から徴した意見書の内容を IからEの調査票に取り

まとめ、これを復命書に添付すること}
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(参考資料)

石綿関連接患の聞係書類に係る保帯年限

区 分 書類名等 保存年限等

死亡診断書

診療録 5年(医師法第24条)(医療機関によっては10年程度保存)

腕機能等の検査記録 3年(保険医擁機関及び保除医療養担当規則第9条)(医療機関によっては10年程度保存)

病理解制記録、病理組織検査記録 3年(周上)(医療機関によっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存)1
石締による察痛である
ζとの11定診断

エヴクス線、 CT等の検査記録 3年(同上〕

【病名.死亡原因】 死亡屈に添付の死亡診断書等の記載事項証明
死亡診断書等は所轄法務局で27載年事間項保証存明(戸籍法施行規則第49条}
(利害関係人は死亡届書等の田 書を請求できる(戸籍法第48条))

じん肺管理区分決定関係綴 30年〈労働局保存〕

管理区分決定関係組にl恥じん肺笹理区分決定通知書写、

巳ん肺l査査位}、が胸様吉部診ま断にれ結関る果す.tる正臨明尿書検写査(粉、巳ん作業職医、 XZ併線症写に真闘にすよ
る品検検査査}、 肺機能債査、古

石綿rt<層の医学的 健康管理手帳交付簿、健康管理手帳台帳 30年(労働局保存)

競馬
肺機能等の強査記録 S年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)(医療機関によっては10年程度保存}

【石綿蹄・胸膜プラー 病理解剖記録、病理組織検査記録 S年(同上)(医療機関によっては10年程度保存。ただい日本病理学会指針では永久保存)
タ・石細小体{線量量}
の事在1 エックス線、 CT等の検査記録 3年(同上}

宥綿に係る作業記録、健康診断記録 30年(特定化学物質等障害予防規則第38条の4、第40条)

会社の職歴証明等
1、

、
寄錦rt<露作業従事鹿 会社の登記簿 閉鎖の場合は、本社管轄法務局の閉鎖した登記記録 20年保存(商業登記規則第34条)

厚生年金保険等の被保険者記録 (永年}

同僚等の証言 石綿lまく露作業従事に係る同じ作業環境、同じ時期、同じ期間の者



石舗による覇属病の鎌務上gj.の認定のための個室裏

基本情報 局 暑

労働保険番号 事業の種類

人

事業の名称 労働者数

代表者

事業場の所在地
石綿疾患労 ロ ロ
災認定状況 有・無

電信 ー

生年月日 年 月 日 性 ~II ロ ロ
男・女

率、 り 元g な

被災労働者氏名

請求時白状況 生存死亡
職 種 雇入年月目 年 月 日

(死亡 年 月 日死亡時 旗〉

ロ療養 ロ休業 口障害
請求種別

請求人氏名
口遺族 口事祭

強と調の労続働柄者 ， 、 請求年月目 年 月 日

医療機関名 治療期間 診断名

年 月 白押 年 月 日

来養経退等
年 月 回目 年 月 日

年 目 目白 年 目 日

ロ肺がん
〈封轟.llIJ覆軍1の2寓7.7>

疾患 名
ロ中皮腫(胸膜・腹膜・心膜・精巣鞘醜・その他〈 > ) 

〈持基則周覆軍Tの2軍7骨7>

ロ良性石綿胸水 ロぴまん性胸膜肥厚 その他{
〈脅革圃l到壇揮官の2寓4骨7><'労基開閉豊富，，，.置4号7>

医学的所見 ロ石綿肺 ロ胸膜プラーヲ ロ石綿小体・石綿繊維 口保
調査結果

呼吸機能 著しい呼吸機能障害口有 ロ無

胸底肥厚 a定要件該当性 ロ該当 口非該当

lまく埠屋 従事期間( 年) 作業内容(



E 医学的情報 [肺がん]

1診断名

疾患~: -発症年月日: 年 月 日

請及求び時発の症疾時患期名 発盛時年齢 自量

〈確認資料〉口診断書ロ主治医意見書ロその他(

口細胞惨 (日曜疲 ロ胸水} 実施年月日: 年 月 日

病理診断
口 口
有 ・ 無

口組崎診 (口生検 口剖検) 実施年月日 年 ぜ月 目

口原発性 口転移性

〈確担資料〉ロ主治医意見書 ロその他(

原発憶の判断

労災直員等由意見 ロ原発性 ロ転移住

〈確腿資料〉口労災医員意見書ロその他(

.・ ..ー・四..-.....".. 匝..- . -.・_.・ -.ー司r・~.司‘

じん肺管理区分{管理
(7) 
管理区分決定晶り

く確認資料〉 ロロじ健ん康跡管曹理理手区帳分決定通知書① 
石綿肺(第1型以上)

口その他(

ヨ民有田唱合lま②、③申調査を必要と じん肺管理区分(菅理 相当} 口無
しない. (イ}
恨の塙合法、@の疎誌をする. 管理E分決定なし

〈確昆資料〉口じん肺診査医意見書口その他{

②。
〈確認資料〉口主治医意見書ロX線'CT口その他{

胸膜プラーヲ 口 口
労災医員等による確認 口有 口無

有 ・ 無

掛認掃すの場合I志、③由貿輯叩有無を確
る. 〈確認資料〉口労災医員意見書 口その他{

[有の場合その程度]

③ 
乾婦肺重量19当たり 有綿11、体 本 口需 ロ不明

ロ 口
石綿小体 有・無 湿肺重量19当たり 右綿小体 本 ロ無 ロ不明口よ葉口中葉口下葉
E石綿繊維

気管支肺胞洗浄法1ml中 石縮小体 本 口無 口不明

〈碓昆資料〉口舌密録目指理検査記録ロその他{

分析実施機関

石綿l;t<露開始から肺がん尭症までの期間
潜伏期間

年 ヵ月

員百 10年来満)1.[;1:尭催時年齢30才以下由場合1宜、 l;t<露状況に注意が必要。

主主] 確認資軒lζついては、ロにチェックで表朱等し、覧軒を語ai;J-すること.



E 医学的情報 [中皮腫1

• W 開祖

、 痕患名: -発症年月日. 年 月 目

請及求び時発の症疾時患期名

〈確認資料〉ロ診断書口主治医意見書ロその他(

発症時年齢 歳

発症部位 口胸膜 口腹膜 ロ心腹 口靖鼻緒膜 ロその他{

ロ細胞診 {口暗疲 ロ胸水) 実施年月目・ 年 月 目

病理検査
口 口
有・無

口組織齢 (口生検 口剖検〉 実施年月日目 年 月 目

労災直員等の意見 口遁 口否

診断名の確認
〈確昆資料〉ロ労災医員意見書口その他〈

じん柿管理区分(管理
(7) 

管理区分決定晶り
〈確認資料〉口じん肺管理区分決定通知書

石綿肺 ロ健康管理手帳 口その他(

(第1型以上)

(イ) じん肺管理区分(管理 相当) 口集

管理区分決定なレ
〈確担資料〉口じん肺診査医意見書口その他{

石綿ぱく露開始から中庭腫発症までの期間 年 :Il月

潜伏期間

業 10年未満又r;l:発症時年齢30才以下町場合ril:、 riく露状況に注意が必要。

~) 確認揖終については、ロr=チzツクで表示等し.置"を軍付すること，



E 医学的情報 [良性石綿胸水]

. 町
療患名: -発症年月日・ 年 月 日

錆及求び時発の症疾時患期名 発症時年齢 組

〈確認資料〉口診断書口主治医定且書口その他{

-今聞の胸水出現 (口初回 回目) -最初の胸水出現からの経過年数 年 ケ月

胸水確毘の経過

く確認資制〉ロ主治医意昆書ロその他〈

〈確館資料〉口主治医意見書口その他(

除外診断 労災医員等による確認 ロ適 口否

〈確認資料〉口主治医意見書口その他{
」

ーー .....司帽..司F峰、園曙曹冒ー-....曹司E副島畠 ..，，"Z"'"-: 

じん肺管理区分〈管理
【7)
管理区分決定あり

〈確認資料〉 口ロじ健ん斑柿管管理理手区帳分決定通知書

石綿肺
斑 ロその他【 】

(第1型以上}

(イ}
じん肺曹理区分{管理 相当) 口無

管理区分決定なし
く確m:責棋〉口じん肺診査医意更書ロその他t

〈確認資料〉ロ主治医意見書口X線・CTロその他{

胸膜ブラ-'7
ロ ロ 労災医員等による確認 口有 口無
有・無

〈確認資料〉口労災医員意且書 日その他(

〈確認資科〉ロ主治医意見書口呼吸機能検査結果口その他[

呼吸機能障害
ロ 口

著しい呼吸機能障害 口有 口無
有・無

〈確認資料〉ロ巳ん肺診査医意見書

日投薬 口在宅酸素諜法 ロその他(

療養の内容

く確認資料〉口主治医意旦書口その他(

産〉 誼認責軒については、口にチェックマ書示等し‘責料在高付すること.

間デロ臨一一 ロCT画像 ロその他{



E 医学的情報 [びまん性胸膜肥厚]

1診薗名

疾患名. -発症年月日: 年 月、日

請及求び時発の症疾時患期名 発症時年齢 歳

く確餌資料〉口診断書口主治医意見書口その他{

〈確認資料〉口主治医意見書ロモ由他(

鑑別鯵断の 口 口
労災医員等による確認 口適 口否

実施と有無等 有・無

〈確認資料〉口労災医員意卑書 口その他(

片側白骨の場合
{広がり) {厚さ)

I口左 ロ右] 口1/2未着 口1/2以よ 最も厚いとニろ l1li1 

両側にある場合

胸膜肥厚め広 口 ロ 【左] ロ1/4来満 口1/4以よ

がり及び厚さ 有 ・ 無 最も厚いところ 岡田

I右] 口1/4未講 口1/4以上

〈碓留資料〉ロ回答書口診療録口X線・CT口その他{

認定要件該当性に係る労災医員等の意見 口館当 口非該当

〈確留資料〉ロ労災医員意見書口その他{

え五鐘，-"ー' 19 

じん蹄管理区分(管理
(7) 

宥綿肺

く確毘賞棋シ ロ口じ健ん庫肺管管理理手区輯分決定通口知そ書の他(

{第1型以上}

じん肺管理区分(管理 相当) ロ無
{イ}
管理区分決定なし

〈碓認資料〉口じん肺診査医意見書ロその他(

〈確臨資料〉口主治医意見書口X線・CT口その他(

胸膜プラーヲ
口 口

労災医員等による確認 口有 口無
有・無

〈確認貰料〉口労災医員意見書 ロその他(

〈確包資料〉口主治医意見書口呼吸機能検査結畢口その他(

呼吸機能障害
口 口

著しい呼吸機能障害 口有 口無
書 ・ 無

〈確認資料〉口じん肺惨査医意見書

口投薬 口在宅酸素療法 口その他(

寵養の内容
， 

〈確認貴軒〉口主治医意見書ロモ由他(

注〉 ロにチェックで表示錫し‘



E 作畢座情報

s石鍋醇〈置状混

事量埴名 司停車構葺 全 在 筒 期 間 在作暗車中の石綿';I!(量 石作輔 ';f ( 置級の料~ 現
作実業SEERの機噛視線定

舗 考
世事期間 { 寒肉曹、眠 い材等}

右蝿綿E疾E患t史g認e 

ロ有白血ロ帯朗

年 月 年 見

'・ .. • R 時 多事 見 棒銀口費測制定鎗畢報省審

【 年ヶ.n> 口有 ロ11
質事ヰ口事事主E明日祉企骨院事扇情

ロモ即値【 〉 ...資制ロロそ作の.他ZZt鰻ロ健康惨輔包録》 口金給の・!IIl明‘回会社量E・

ロ有ロ畑ロ不明

年 R 隼 月

" 年 見 .. 角 ...ロ，Zt嶋岨崎製岨... 

【 年 ケ"' ロ有 ロm
情軒口事車車庇朝日社会保障事務踊

ロモ卸値{ 3 確..."口ロ作その，.他E《録ロ但1110厳毘鍋》 口会社"."証明帯口金給量Ii!'・

/ 

固有白血口不明

過拡冒去輔幕の1臣Z砲〈書座作且業ぴ
年 月 年 月

N 牢 R 旬 S事 周 憶障ロ資拠制出・e畢報... 

【 年
賀stO.'J民主恒明ロ祉会...事務蘭

..) ロ有 ロ .

ロその他【 2 確..，賃料ロロそ作のa医他院《銃口健康"瞬配保}回会社ω腺""明寄ロ会社是毘卿

口有白檀口不明

年 R a手 見

ー 年 丹 M 隼 見 ...口，調.. 略定...匹細管書

t 年
買糾口事軍主証明日祉会保障事置所

.周3 ロ有 ロ鰻

ロその抽f 〉 直也資制ロロそ停の"他E(録口健康惨断卑健》 白金色"，.医血明噂口金位畳"，.

ロ有 口調ロ不明

年 月 年 月

-牢 見 勾 年 R 事官aD，ZR"斜定・6舞報告書

c 年
恒輔口事寵主E明ロ祉企院院事事胃

ヶ月} ロ有 ロ .

ロその他{ 確腿.鰐ロ口作その業他E{録口健飯.. 繍担保白金訟の・医'"開等口会絵筆...・

'H貧開始年月 写 月
通算，t<窟期間 年ヶ月 定〉由② g右p働縄【例者iま〈以〈震飾外が結の中鵠者断棟とし建したτのと石たき鍋めはぱ休.〈そ底寓の入体期〈調過院間に聡と従そ入事の〈しじ理tん歯肺t寄管余と理告白3は舗の.にた4同〈め〉e書期$lI'き聞緑EをA樹{員曙す〉る等き.し》命自民その旨包入する.

石綿，~ < 11 JIIf l1li 
様"ロがtゐO年以よ ロ唱。牢朱諸

器提'"口a?・隼以上 ロ3年朱宥

IH寓纏?年 R 年 見

議ぴD事Sゐ年偉以蜘よ...，.ロz3年..'"
喫煙の有無 ロ掴・口有 噴煙 1日平岡 本 鴨廻欄間 年月句 年 月

注) R包捷利』孟ついて".口三チ'X;?クでa~wl..深刻審極付するζ<.



J!l- 1 
田市がん]

診断(意見〉書

労働者の氏名
傷 病 名

-生年月日
年 H 日生1

年 月 日
初診年月日 年 月 日 治療期間

向 年 月 日

主訴及び症状所見

病理検査
ロ ロ 口組織診{口生横口剖検) 年 月 日実飽 口細胞霞〔口曙提口胸水] 年 月 目安施
有・ 無

診断 組織型 ロ届平よ皮がん ロ践がん 口小細胞がん 口大細胞がん

ロ ロ
[鑑別根組

原発性 肯・ 否

[検査等の種蹟] 口X線写真 ロCT ロ胸腔鍾 口手術 ロ剖検

胸膜プラーヲ 口 ロ [範囲・程度]

に係る情報 有・無

-右細小体 口有 口無 口朱検査 -右綿繊維 口有 ロ無

[有の場合その程度]

右右綿綿繊小体維・
[計測している場合]

ロ ロ
有・ 無 手術肺・剖按肺

に係る情報
乾陣肺重量1.当たゆ 右綿1]'枠 本 口不明

i温肺重量1.当たり 石綿11'体 本 口不明

気管支飾胞$i;浄漕【目ALF)

右綿小体 本 /ml 口無 ロ不明

針測実施機関

[所見田内容]

石綿肺の所見 口 口
有‘無

既往症・基礎疾患

患者の右綿ぱく露
匿と発症(死亡)と

すのる因意果見関係に関

その他参考
となる事項

※根棋となっ化資料の写しを添付Lて下古い.

添付資料 | 口診療録ロ病理検査記録口臨床検査結果口湖写真ロd 画像口その他{

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

病院

診療所

医師氏名

日未様査

I揺取宿所]

口上薬口中葉口下葉

開



w-2 
[中皮腫]

診断(意見)書

労働者の氏名
信 病 名

生年月日
年 見 日生}

年 月 目
初診年月日 年 月 日 治療期間

~ 年 月 目

主訴及び症状所見

病理検査
口 口 口組織診(口生検ロ剖検) 年 月 日実施 ロ細胞お(ロ略疲口胸水) 年 月 目実施
有・ 摂

組織型 口上皮型 口肉腫型 ロ=相型 ロその他(

画像診断 [診断根拠] ロX線写真ロCT ロMRI ロモ田他(

診断 [D断根組 口体也官細胞診 ロ経皮穿刺生検 口内視鍵下生検 口手術 ロ剖横 ロその他(

病理診断
ロ免疫組織化学的染色検査(抗体

他の悪性腫
掃を否定す
る所見

[績査等の種罰 ロX線写真 ロCT 口胸腔鏡 ロ手術 口剖検

胸膜プラ-') 口 口 [範囲・程度]
に係る情報 有・無

-石綿小体 ロ有 ロ無 ロ未検査 -石綿繕稚 口有 ロ婿 口車検査

[有の場合その程閲

右綿1)、体・
ロ ロ [計測している場合]

右綿繊維 有・・無
に係る情報 手術肺・剖検肺

乾蝿肺量量1.当たり 石綿小体 本 口不明 [探取場所]

混肺重量1.当たり 石綿小体 本 口不明 口上薬日中葉口下葉
、

気管主肺胞法浄法(BALFl

石綿小体 本 /ml ロ無 口不明

[所且の肉容]

石綿肺の所見
口 口
有・無

既往症・基礎疾患

患者の石綿ぱ〈露
歴と発症(死亡)と
の因果関係に関
する意見

その他参考
となる事項

※根拠となった資料の写しを務付してτさい.

添付資料 | 口診療録口窮理検査記録ロ臨尿議蚕語嘉一口豆謀写夏百石司証優ロその他(

平成年月 日

労働基準監督署長殿

病院
診療所

医師氏名

)寸

印



N-3 
I良性宥綿胸水]

労働者の氏名

生年月日

初診年貝日

主訴及び症状所見

胸水確認

の経過等

診 断

除外診断

の実施等

石綿肺の所見

胸膜プラーウ

に係る情報

石綿IJ下体・

石に係綿る繊情維報

呼吸機能障害

療養の内容

既往寵・基礎痕患

歴患者と発白症石(綿死ば亡〈)露と

の因果関係に関
する意見

その他参考

となる事項

平成

診断(意見)膏

侮 病 名

年 月 自室〉

年
年 月 日 治探期間

~ 

-寺田の胸水白出現 (口初回 回目〕 -今回の胸水継続期間

-最初白胸水出現地、ら田経過年敏 年 ヶ月

〈鏡査由種聾b ロX線写真 ロCT ロ胸水穿刺 ロモ田他〈

悪性毘需・結核性胸醸斑・1)ウマチ性胸膜斑等との除外診断の有無' ロ有 ロ無

[鑑別損拠の肉容I

[所見の内容:]， 

ロ 口
有・無

[検査等由種翻 ロX線写真 口CT 口胸腔錦 ロ手術 ロ剖検

ロ ロ
有・無

[範囲・程度]

-右縮小体 口有 ロ無 ロ来検査

[有の場合その程度]

ロ ロ [計測している場合]

有・無

手術肺・剖検肺

乾煉肺重量，g当た則 右締11、体

湿肺重量1.当たり 石綿11、体

気管支肺胞涜if漉(BALF)

右綿小体 本/'ml 

呼吸機能検査の有無 ロ有 ロ無

ロ 口
(%肺活量: 幅]・ (1秒率

有・無
動脈血ガス澗定検査由有無 ロ有

(P.02 : TOrT] .臥.002・

口投麗 ロ在宅酸素療法 口その他(

， 

年 月 日

労 働 基 準 監 督 署 長 殿

-石綿織維 ロ有 回無

ロ無

本 ロ不明

本 ロ不明

口無 口不明

年 月

帖]・ (1秒量:

年

Torr ] 

病院
診 療 所

医師氏名

月 日

年 月 日

ヶ月

日未設査

[採取楊所I
口上葉日中繁口下譲

日検査}

同]

月 日検査1

m 



N -4 
[ぴまん怯風館肥耳目

診断(意見)書

労働生者年の月氏日名 傷 病 名
年 月 回生)

年 見 目

初診年月日 年 月 日 治寮期間

~ 年 月 目

主訴及び症状所見

右側胸臨 I広がり]. 日1/4未満 ロ1/4以上 1/2未満 ロ1/2以上

ゆ壁着側の胸有膜無との及
【厚さ 1 最も厚いとζる 聞間 [肋横角の鈍化 1 ロ有 目標

ロロ
左側胸膜 [広がり] 口114未着 口1/4以よ 1/2未満 ロ1/2以上

有・無
ぴ範囲・程度 [厚吉] 最も厚いとこる 四剛 [肋楠角の鈍化] ロ有 口無

診断 〈検査等由種鼠〉 口X線写真 口CT ロモ由他[

結核性胸膜炎の後遺症、リウマチ性療患、筋骨格・結合組織疾患、薬剤起因性胸膜疾患等との鑑別診断の有無{口有口無)

鑑のE実IJ診施断等 暗別根拠の内容]

[所見白肉容]

右綿肺の所見
口 口
有・据

[検査等の福知 ロX線写真 ロCT 口胸腔鏡 口手術 ロ剖検

胸膜ブラ-'7 ロ 口 [範囲・程度l
に係る情報 有・無

-石縮小体 口有 口無 口来検査 -石綿織雄 口有 口無 日未検査

[有田場合その程度]

石綿小体・
口 ロ [計測している場合1

石綿繊維 有・無
に係る情報 手術肺・剖検肺

乾燥肺重量1.当たり 石綿小体 本 口不明 [揺取場所l
湿肺重量1.当たり 石綿1)、体 本 口不明 口上薬日中葉口下藁

気管支肺胞洗浄竣(BALF)

石綿1)、体 本 / 同 日無 口不明

呼吸機能検査時有無 口有 ロ無

-口 ロ
平成年月

日 呼動吸脈機血能ガ検ス査測定:[検軸査肺:活[P量.02 %J・[[A1a秒do寧E: 軸'J・[1秒量: % J 
呼吸機能障害 有為無 TOrT] - Torr] 

※1 スパイロメ検ト査リ結ー且果びがフ記ロ録ーさ帝れリたュヴーラムフ曲、検線査の結検果査報は最告書低を3回寝以付上して実下施さしいた[上必で須、)最.良の結果を記載して〈ださい.
※2これらの

療養の必要性 日投菓 ロ在宅酸葉集法 口その他(

既往定・基礎疾患

患歴の者と因発果白症石関(綿死係l亡まにく関)露と

する意見

その他参考 4

となる事項

※根拠となった資料の写しを寝付して下さい。

音声付資料 | ロ診療録ロ病理強査記録口臨床検査結果 DX線写真ロcτ画像ロその他(

平成年月 日

労働基準監督署長殿

病院
診療所

医師氏名 聞



病院長殿
診療所長殿

平成

日
年 月 ー日

労働基準監督署長

診断(意見)書揺出の依頼について

下記の者に係る労災保険給付に関し必要がありますので、別紙照会事項についてご回答下さる

よう依頼しますロ

(なお、診断(意見)書に要する費用については、別添の請求書によりご請求下さい。J

記

労働者の氏名
傷病名

生年月日

年 月 日生)

労働者の住所

事業場の名称 事業場の所在地



V 石締Iま〈置屋聴取票

平成 年 月

議東労働者め高福

聞東瓦の民事

聴取者民名

A 被災労働者の方陣、以下の場所で4画いたり、仕事に従事したことがありますが. (複数回筈可〉

1.ロ右綿を扱う工場

2 ロ建築業

白石綿製品の倉庫

ロピルの改築・解体作業

ロ塗装・吹付工事

ロ断熱・耐火・保iE工事

ロ天井・床材の切断

口電気・ガス・スチームの毘管工事

3.口造船業

口瞳 装 口溶接

ロ船舶の分解修理・解体

ロパイプ被覆・断熱作業

口電気E線工事

口君 鰻

口板金

4.口断熱工事

5.ロボイラーの製造・取付け・修繕

口落鉱炉の製造・取付け・修繕

6.ロボイラーの操作

ロ板金作業

7.口自動車修理工場

口ifr!管

ロフレーキ・ライヱンゲ・クラッチ板の製造

ロ右綿の運搬{船員、トラック遺転手}

ロ防音工事

ロプレハブ(石綿板}工事

ロラス張りの仕事

口豊富装 口電気配線

ロクレーン"自動車の運転

口事務員

ロボイラー製造創設備

口整備{パイプ・ボイラ一等}

ロ保温工事

口組立て

ロ塗装

口大工・建具

ロ作業員

口その他

ロバーナーの製造・取付け・修繕

ロスチーム・パイプの製造・取付け・修繕

ロ溶接作業

口耐熱(耐火}服や耐火手袋を身につけての仕事

ロガソリンス~ン戸

日ロ電気製品(コンデンサー'電池・蓄電池・絶縁テープ}の製造

日

9.口塗装工場 口石けんエ場 ロオイル・化学物質の精製工場

10.ロランドリーeクリーニング屋

11 :ロ挨りっぽいものの運徹

ロ商船の船員

口はしけの船員

口議りっぽい作業服の取り扱い

ロトラッウの運転手

口港湾作業員

ロ鉄道員

ロヲレーンの操作員



12口下水汚物・廃棄物の回収・処理・運撤

13ロ蒸気機関車の修理、解体

14.ロガスマスヲの製造

15日蓮石・貴金属の細エ仕事

16口消防隊員

17.口歯科技エ土

18.口電気業{発電所・変電所・電気事業所)

以上の仕事をした通算期聞を教えて〈ださい。( )年

B 被災労働者の方の家庭生活の中で、以下のようなととはありlt!せんでしたか. (複数回答可〉

1.ロ家庭で(絶縁物・暖房炉セメント断熱材・カルミシン(天井・壁等に塗る水性塗料ト石綿製品)の修理・修繕を

したことがありますか. 〈昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

2 白石綿製品在家庭で使ったことがありますか。(アイロン板のカバー-耐熱手袋等〈昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

3.口石綿工場の近くに住んでいたことがありますか. <昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口造船所の近くに住んでいたことがありますか<昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口建材物の置場の近くに住んでいたことがありますか. <昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

ロブレーキ修理工場の近〈に住んでいたことがありますか。<昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口その他(造船所・石綿エ場・建材物の置場・ブレーキ修理エ場の近くで遊んだごとがありますか。}

〈昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

4.口家庭内l;t<露{家族が石綿作業で着用した作業着・マスヲ等の洗濯をしたことがありますか。)

(1)口はい 〈昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

(2)口いいえ

c 被災労働者の方除、喫煙告していましたか.

口吸っている 1日平均 本〈喫煙開始昭和・平成 年 月-> 

口過去に吸っていた 1日平均 本〈喫煙期間昭和・平成 年 凋~昭和・平成 年 月 〉

口吸っていない


